
内閣府褒章推薦の考え方

＜男女共同参画局＞

◆他の模範となる事績を有していること

◆下記①～④の分野において、NPO等の組織の一員として、概ね15年活動に従事して

いること

①育児、介護又は女性の就労支援

②女性に対する暴力の根絶

③大規模地震等自然災害への対応

④その他のあらゆる分野での女性活躍推進の支援、応援

◆男女共同参画社会づくり功労者表彰又は女性のチャレンジ賞を受賞していること

＜子ども・子育て本部＞

◆保育園・所から幼保連携型認定子ども園に移行している、社会福祉施設の長に15年以

上従事していること


